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令和７年度奈良県被災建築物応急危険度判定士養成講習会について 
 
 
 日頃は建築行政にご協力を賜り大変ありがとうございます。 
 地震による被災建築物の応急危険度判定は、平成２３年３月の東日本大震
災や令和６年１月に発生した能登半島地震など多くの地震に際して実施さ
れており、震災後の二次災害防止及び被災住民の安全確保に大きな効果をあ
げております。 
 本県でも、震災時の応急危険度判定の実施に備えるため、被災建築物応急
危険度判定士を養成することは、非常に重要かつ有用であると考えておりま
す。 
 このため、本年度も被災建築物応急危険度判定の実施に必要な知識及び技
術を習得していただくための講習会を下記のとおり開催いたします。 
 つきましては、本制度の重要性をご理解いただき、貴団体の会員等へ別添
の本講習会案内について周知いただきますようよろしくお願い申し上げま
す。 
 
 
                                  記 
 
日時及び場所等 
 
 令和８年１月２０日（火） 
 １３：００～１６：３０（受付は１２：３０より） 
  奈良公園バスターミナル レクチャーホール 

（奈良市登大路町 76、東棟 2 階） 
 

以上 
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